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今年度の水泳の授業の中止及び水難事故の防止について 
 

保護者の皆様方におかれましては、日頃より本校の教育活動にご理解、ご協

力をいただきありがとうございます。 

さて、福岡県は緊急事態宣言を６月２０日（日）まで延長しました。本市に

おきましても、感染者や濃厚接触者が一定数おり、未だ沈静化に至っていない

状況です。 

それに伴い、教育委員会から、今年度の水泳の授業については市内全校で中

止とする通知がありましたので、本校での水泳の授業も中止します。 

保護者の皆様方には、既に水泳の授業の準備等をしていただいていることも

あると存じます。大変ご迷惑をおかけしますが、子どもたちの健康・安全を第

一に考えた対応として、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

また、昨日市内において、水の事故が起こっています。本校としましては、

梅雨時期及び夏季休業期間中等の水難事故の防止のための学習を、今後すべて

の学年で実施いたします。ご家庭においても、十分ご注意いただくようお願い

いたします。 

【ご家庭でも注意いただきたいこと】 

１ 河川に行く際は、大人と一緒に行き、子どもだけでは遊びに行かないこと。 

２ 遊泳禁止区域等、危険箇所では決して遊ばないこと。 

３ 大雨時に川遊びや魚釣り等は絶対にしないこと。 

４ 雨が降っていなくても、河川が増水している場合があるので近づかないこと。 

５ 川の様子が急変する前兆（山鳴り・増水、水の濁り、流木・減水・腐った土

や火薬のようなにおい等）があれば、避難すること。 

６ 河川が氾濫してからでは遅いので、早めに避難すること。 


